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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
建設業許可情報ファイル 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部土木管理局土木管理課 

東予地方局建設部管理課 

中予地方局建設部管理課 

南予地方局建設部管理課 

個人情報ファイルの

利用目的 

１．建設業許可審査事務 

２．建設業許可業者に対する指導監督事務 

３．建設業法第２７条の２３に規定する建設工事の発注者が行う建

設工事の発注業務において必要となる情報の提供 

記録項目 

１許可番号、２商号及び名称、３代表者又は個人事業者氏名、４所在

地、５電話番号、６市区町村コード、７地方局コード、８許可業種、

９資本金又は出資総額、１０許可年月日、１１経営業務の管理責任者

氏名、１２経営業務の管理責任者生年月日、１３専任技術者氏名、１

４専任技術者生年月日、１５専任技術者担当建設業種、１６専任技術

者有資格区分、１７経営業務の管理責任者を直接補佐する者氏名、１

８経営業務の管理責任者を直接補佐する者生年月日 

記録範囲 

建設業の許可を受けた法人の代表者及び個人事業者、経営業務の管理

責任者、営業所の専任技術者、経営業務の管理責任者を直接補佐する

者 

記録情報の収集方法 建設業許可申請書及び変更届出書 

要配慮個人情報の有無 □有 ☑無 

記録情報の経常的提

供先 

建設業許可事務を行う国及び都道府県 

国民 

建設業法第２７条の２３に規定する建設工事の発注者 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部土木管理局土木管理課 

東予地方局建設部管理課 

中予地方局建設部管理課 

南予地方局建設部管理課 

（所在地）〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

     〒793-0042 西条市喜多川796-1 

     〒790-8502 松山市北持田町132 

     〒798-8511 宇和島市天神町7-1 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

― 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

□有 ☑無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

 

― 

 

備考 

 

－ 

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
経営事項審査情報ファイル 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部土木管理局土木管理課 

東予地方局建設部管理課 

中予地方局建設部管理課 

南予地方局建設部管理課 

個人情報ファイルの

利用目的 

１．経営規模等評価申請・経営規模等評価再審査申立・総合評定値請

求（以下「経営規模等評価申請等」という。）の審査事務 

２．経営規模等評価申請等を行った者及び規模等評価結果通知書及び

総合評定値通知書（以下「結果通知書」という。）を受けた者に

対する指導監督事務 

３．建設業法第２７条の２３第１項に規定する建設工事の発注者に対

する結果通知書の内容の通知 

記録項目 

１、許可番号、２商号又は名称、３所在地、４代表者氏名又は個人事

業者氏名、５審査基準日、６電話番号、７市区町村コード、８資本金、

９完成工事高／売上高（％）、１０申請区分、１１許可区分、１２建

設工事の種類、１３総合評定値（総合評定値通知を請求した者に限

る。）１４審査を受けようとする建設工事に係る完成工事高、１５完

成工事高合計、１６審査を受けようとする建設工事に係る技術職員

数、１７技術職員数合計、１８自己資本額、１９建設業従事職員数、

２０雇用保険加入の有無、２１健康保険及び厚生年金保険加入の有

無、２２賃金不払件数、２３建設業退職金共済制度加入の有無、２４

退職一時金制度加入の有無、２５企業年金制度導入の有無、２６法定

外労働災害補償制度加入の有無、２７業務災害死亡者の数及び業務災

害負傷者の数、２８建設業経理事務士（１級、２級）の数、２９売上

高営業利益率（総合評定値を請求した者に限る。以下この欄において

同じ。）３０総資本経常利益率、３１キャッシュ・フロー対売上高比

率、３２必要運転資金月商倍率、３３立替工事高比率、３４受取勘定

月商倍率、３５自己資本比率、３６有利子負債月商倍率、３７純支払

利息比率、３８自己資本対固定資産比率、３９長期固定適合率、４０

付加価値対固定資産比率、４１受取勘定、４２未成工事支出金、４３

固定資産（当期及び前期）、４４支払勘定、４５未成工事受入金、４

６有利子負債、４７有利子負債のうち受取手形割引高、４８固定負債、

４９自己資本、５０売上高、５１営業利益、５２経常利益、５３当期

純利益、５４総資本（当期及び前期）、５５付加価値、５６支払利息、

５７受取利息配当金、５８キャッシュ・フロー 
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記録範囲 結果通知書の通知を受けた法人の代表者及び個人事業者 

記録情報の収集方法 
経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書及び総合評定値

請求書 

要配慮個人情報の有

無 
□有 ☑無 

記録情報の経常的提

供先 

経営事項審査事務を行う都道府県 

国民 

建設業法第２７条の２３第１項に規定する建設工事の発注者 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部土木管理局土木管理課 

     東予地方局建設部管理課 

     中予地方局建設部管理課 

     南予地方局建設部管理課 

（所在地）〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

     〒793-0042 西条市喜多川796-1 

     〒790-8502 松山市北持田町132 

     〒798-8511 宇和島市天神町7-1 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づき訂正請求（再審査の

申立）ができる。 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

□有 ☑無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

 

― 

 

備考 

 

－ 

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 

河川法に係る許可台帳 

 

行政機関等の名称 
愛媛県知事 

 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部河川港湾局河川課 

個人情報ファイルの

利用目的 

河川法に基づく許可の状況を確認するために利用する。 

 

記録項目 

１管理部署、２水系及び河川の名称_水系、３水系及び河川の名称_河

川、４水系及び河川の名称_河川区分、５許可を受けた者の郵便番号、

６許可を受けた者の住所、７許可を受けた者の氏名等、８当初許可年

月日、９当初許可番号、10許可年月日、11許可番号、12許可権者、13

許可の目的、14許可の期間、15占用料納付、16債務者番号、17その他

の事項 

記録範囲 
河川法に基づき、実施機関に対して許可の申請等を行った者 

 

記録情報の収集方法 河川法に基づく許可申請書等 

要配慮個人情報の有

無 
□有 ☑無 

記録情報の経常的提

供先 
― 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）愛媛県土木部河川港湾局河川課 

     ※内容によっては各地方局又は各土木事務所の場合があ

りますので、河川課までお問合せください。 

（所在地）〒790－8570 愛媛県松山市一番町４丁目４－２ 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

― 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

□有 ☑無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

― 

備考 

 

－ 

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 

 

 

  



8 

様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
飲用井戸等の衛生対策に係る事務 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

河川課、各保健所環境保全課、四国中央保健所衛生環境課、県立衛

生環境研究所 

個人情報ファイルの

利用目的 

飲用井戸等の水質検査の実施及び当該検査結果に基づく飲用指導の

実施により、飲用井戸等利用者の健康を保護する。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４社会生活の状況、５水質検査結果 

記録範囲 飲用井戸等設置者 

記録情報の収集方法 飲用井戸等の水質検査 

要配慮個人情報の有

無 
□有 ☑無 

記録情報の経常的提

供先 
－ 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称） 河川課 

      四国中央保健所衛生環境課 

西条保健所環境保全課 

      今治保健所環境保全課 

      中予保健所環境保全課 

      八幡浜保健所環境保全課 

宇和島保健所環境保全課 

      県立衛生環境研究所 

（所在地）〒790-8570 愛媛県松山市一番町４丁目４－２ 

〒799-0404 愛媛県四国中央市三島宮川４－６－55 

      〒793-0042 愛媛県西条市喜多川 796－１ 

      〒794-8502 愛媛県今治市旭町１－４－９ 

      〒790-8502 愛媛県松山市北持田町 132 

〒796-0048 愛媛県八幡浜市北浜１－３－37 

〒798-8511 愛媛県宇和島市天神町７－１ 

      〒791-0211 愛媛県東温市見奈良 1545－４ 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

－ 

個人情報ファイルの

種別 

□法第 60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
☑法第 60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第７項に該当するファ

イルの有無 

□有 □無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

－ 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

－ 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

－ 

備考 

 

－ 

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
不法係留船（放置艇）の登録情報ファイル 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部河川港湾局港湾海岸課 

個人情報ファイルの

利用目的 
不法係留船（放置艇）の所有者の把握のために利用する。 

記録項目 
１船舶番号又は船体識別番号、２船舶の種類、３船舶の長さ、４船舶

の幅、５船舶の深さ、６所有者の氏名又は名称、７住所 

記録範囲 
放置艇対策を行うにあたり、県から日本小型船舶機構へ不法係留船の

登録情報を照会したもの 

記録情報の収集方法 日本小型船舶機構への照会 

要配慮個人情報の有無 □有 ☑無 

記録情報の経常的提

供先 
－ 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部河川港湾局港湾海岸課 

（所在地）〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

－ 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

□有 ☑無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

 

― 

 

備考 

 

新規追加 

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 

土地取引規制実態統計処理システム 

 

行政機関等の名称 
愛媛県知事 

 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部道路都市局都市計画課 

 

 

個人情報ファイルの

利用目的 

土地の投機的取引及び地価の高騰が公民生活に及ぼす弊害を除去し、

かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため。 

 

記録項目 

氏名、譲受人・譲渡人住所、連絡先、土地売買契約内容（地番・金額・

契約日・利用目的等）、登記内容等。 

 

 

 

記録範囲 
国土利用計画法届出対象者 

 

記録情報の収集方法 
届出（紙媒体）の提出。 

 

要配慮個人情報の有

無 
□有 ☑無 

記録情報の経常的提

供先 
国土交通省 不動産・建設経済局 土地政策課 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）愛媛県都市計画課 

（所在地）松山市一番町4-1-2 愛媛県自治会館 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

－     

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

☑有 □無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－     

（所在地）－     

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

－     

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

－     

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）－     

（所在地）－     

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

 

－     

 

備考 

 

－     

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
被災建築物応急危険度判定士認定台帳 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部道路都市局建築住宅課 

個人情報ファイルの

利用目的 

地震による被災建築物の応急の危険度の判定を行う判定士の認定を

行う。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５血液型、６住戸、６電話番

号、７勤務先、８資格情報 

 

 

 

 

記録範囲 愛媛県地震被災建築物応急危険度判定認定申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申告 

要配慮個人情報の有

無 
□有 ☑無 

記録情報の経常的提

供先 
(公社)愛媛県建築士会 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部道路都市局建築住宅課 

（所在地）松山市一番町四丁目４－２ 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

― 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

□有 ☑無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

― 

備考 

 

－     

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
二級・木造建築士登録マスタファイル 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部道路都市局建築住宅課 

個人情報ファイルの

利用目的 

二級・木造建築士の登録に係る二級・木造建築士登録名簿の作成並び

に二級・木造建築士免許証の交付に使用する。 

記録項目 

１登録番号、２登録年月日、３氏名、４生年月日、５性別、６二級・

木造建築士試験合格年月日、７二級・木造建築士試験合格証書番号、

８処分履歴、９管理建築士講習の修了年月日、１０管理建築士講習の

修了証の番号、１１定期講習の修了年月日、１２定期講習の修了証の

番号、１３本籍、１４住所、１５勤務先の名称及び所在地 

記録範囲 二級・木造建築士の免許登録を受けた者 

記録情報の収集方法 
本人からの二級・木造建築士免許申請書、二級・木造建築士住所等の

変更届出書及び登録事項変更届 

要配慮個人情報の有

無 
☑有 □無 

記録情報の経常的提

供先 
（公社）愛媛県建築士会 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部道路都市局建築住宅課 

（所在地）松山市一番町四丁目４－２ 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

－ 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

□有 ☑無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

☑該当 □非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）愛媛県企画振興部政策企画局広報広聴課 

（所在地）〒790-8570 愛媛県松山市一番町４丁目４－２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

― 

備考 －     

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
建築士事務所登録マスタファイル 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部道路都市局建築住宅課 

個人情報ファイルの

利用目的 

建築士事務所の登録に係る建築士事務所登録名簿の作成並びに建築

士事務所登録済証の交付に使用する。 

記録項目 

１登録番号、２登録年月日、３法人名、４事務所所在地、５事務所郵

便番号、６事務所電話番号、７法人の役員名、８管理建築士名、９管

理建築士の登録番号、１０管理建築士講習の修了年月日、１１管理建

築士講習の修了証の番号、１２定期講習の修了年月日、１３所属建築

士名、１４業務報告履歴 

記録範囲 建築士事務所の登録を受けようとする者 

記録情報の収集方法 
本人からの建築士事務所登録申請書、建築士事務所更新登録申請書及

び登録事項変更届 

要配慮個人情報の有

無 
☑有 □無 

記録情報の経常的提

供先 
（一社）愛媛県建築士事務所協会 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部道路都市局建築住宅課 

（所在地）松山市一番町四丁目４－２ 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

－ 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

□有 ☑無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

☑該当 □非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）愛媛県企画振興部政策企画局広報広聴課 

（所在地）〒790-8570 愛媛県松山市一番町４丁目４－２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

― 

備考 －     

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
愛媛県地域材利用木造住宅建設促進資金利子補給承認申請 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部道路都市局建築住宅課 

個人情報ファイルの

利用目的 

愛媛県地域材利用木造住宅建設促進資金利子補給金交付要綱に基づ

く承認決定者情報の管理事務、補給金交付事務に利用する。 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４家族状況（三世代同居の有無など）、

５居住状況（単身赴任の有無など）、６資産状況（住宅ローン契約状

況） 

記録範囲 利子補給制度の承認決定者 

記録情報の収集方法 

本人からの申告 

指定金融機関からの住宅ローンの内容及び弁済状況等の情報提供 

委託契約先からの地域材利用状況の証明 

要配慮個人情報の有

無 
□有 ☑無 

記録情報の経常的提

供先 
― 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部道路都市局建築住宅課 

（所在地）松山市一番町四丁目４－２ 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

― 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

☑有 ☐無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

― 

備考 

 

－     

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
宅地建物取引士試験合格者名簿 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部道路都市局建築住宅課 

個人情報ファイルの

利用目的 

合格者管理、合格証書の発行等、宅地建物取引士試験関係業務に利用

する。 

記録項目 
1.合格番号、2.受験番号、3.生年月日、4.氏名、5.性別、6.住所、7.

電話番号 

記録範囲 宅地建物取引士試験合格者 

記録情報の収集方法 合格者の受験申込書 

要配慮個人情報の有

無 
□有 ☑無 

記録情報の経常的提

供先 
― 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部道路都市局建築住宅課 

（所在地）松山市一番町四丁目４－２ 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

― 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

☑有 ☐無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

― 

備考 

 

－     

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
宅地建物取引業者名簿 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部道路都市局建築住宅課 

個人情報ファイルの

利用目的 
宅地建物取引業免許登録に係る免許証の交付に使用する。 

記録項目 

１免許証番号、２免許の年月日、３商号又は名称、４代表者の氏名、

５代表者の生年月日、６事務所の所在地、７事務所の電話番号、８所

属団体、９保証協会、１０社員資格取得年月日、１１役員名、１２政

令で定める使用人名、１３専任の宅地建物取引士名 

記録範囲 宅地建物取引業免許登録を受けようとする者 

記録情報の収集方法 
本人からの宅地建物取引業者免許申請書、地建物取引業者免許更新申

請書及び宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 

要配慮個人情報の有

無 
☑有 □無 

記録情報の経常的提

供先 

（公社）愛媛県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会愛媛

県本部 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部道路都市局建築住宅課 

（所在地）松山市一番町四丁目４－２ 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

－ 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

☑有 ☐無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

☑該当 □非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）愛媛県企画振興部政策企画局広報広聴課 

（所在地）〒790-8570 愛媛県松山市一番町４丁目４－２ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

― 

備考 －     

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
宅地建物取引士資格登録簿 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部道路都市局建築住宅課 

個人情報ファイルの

利用目的 

宅地建物取引士資格登録に係る審査事務及び、宅地建物取引士証の交

付事務に使用する。 

記録項目 

1.登録番号、2.登録年月日、3.氏名、4.生年月日、5.性別、6.電話番

号、7.国籍・本籍、8.住所、9.試験合格年月日、10.合格証書番号、

11.業務に従事する宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番

号、12.事務禁止等の処分履歴、13.宅地建物取引士証の交付年月日、

発行番号、14登録の移転に関する事項 

記録範囲 宅地建物取引士資格登録を受けようとする者 

記録情報の収集方法 

本人からの宅地建物取引士資格登録申請書、宅地建物取引士資格登録

簿変更登録申請書、宅地建物取引士証交付申請書、宅地建物取引士証

書換え交付申請書、宅地建物取引士証再交付申請書、宅地建物取引士

移転登録申請書 

要配慮個人情報の有

無 
☑有 □無 

記録情報の経常的提

供先 

（公社）愛媛県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産協会愛媛

県本部 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部道路都市局建築住宅課 

（所在地）松山市一番町四丁目４－２ 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

－ 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

☑有 ☐無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

― 

備考 

 

－     

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
県営住宅入居者情報 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部道路都市局建築住宅課住宅室 

個人情報ファイルの

利用目的 

公営住宅法に基づく入居者情報の管理事務、家賃決定事務、家賃収納

事務に利用する。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５住戸、６収入、７勤務先、

８決定家賃、９納付状況、10親族情報、11公的扶助、12心身の機能の

障害、13意見・要望、14個人番号 

 

 

記録範囲 

県営住宅入居者（同居者含む） 

県営住宅入居者連帯保証人および緊急連絡先の者 

県営住宅退去者（同居者含む） 

記録情報の収集方法 
本人からの申告 

他の官公庁からの公用開示 

要配慮個人情報の有

無 
☑有 □無 

記録情報の経常的提

供先 
― 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部道路都市局建築住宅課住宅室 

（所在地）松山市一番町四丁目４－２ 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

― 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

□有 ☑無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

― 

備考 

 

－     

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 
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様式第２号（第２条関係） 個人情報ファイル簿 

（表） 

個人情報ファイルの

名称 
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録者情報 

行政機関等の名称 愛媛県知事 

個人情報ファイルが

利用に供される事務

をつかさどる組織の

名称 

土木部道路都市局建築住宅課住宅室 

個人情報ファイルの

利用目的 
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録等事務に利用する。 

記録項目 

１商号名称又は氏名、２生年月日、３性別、４住所、５電話番号、６

住宅の名称、７住宅の所在地、８住宅の利用交通手段、９住宅に関す

る権限、10住宅戸数、11居住部分の規模、12着工年月、13入居を受け

入れる住宅確保要配慮者の範囲、14家賃等の概算額、15入居可能時期、

16管理方式、17その他 

（※法人の役員は１～３を含む。） 

記録範囲 申請書記載者 

記録情報の収集方法 登録申請書 

要配慮個人情報の有

無 
□有 ☑無 

記録情報の経常的提

供先 
― 

開示請求等を受理す

る組織の名称及び所

在地 

（名 称）土木部道路都市局建築住宅課住宅室 

（所在地）松山市一番町四丁目４－２ 

訂正及び利用停止に

関する他の法令の規

定による特別の手続

等 

― 

個人情報ファイルの

種別 

☑法第60条第２項第１号 

 （電子計算機処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 
政令第21条第７項に該当するファ

イルの有無 

□有 ☑無 
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（裏） 

行政機関等匿名加工情報の提案

の募集をする個人情報ファイル 

 

□該当 ☑非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案

を受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

（行政機関等匿名加工情報の本人の数） 

― 

（行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目） 

― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

作成された行政機関等匿名加工

情報に関する提案をすることが

できる期間 

― 

備考 

 

－     

 

 注 □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けること。 

 

 

 

 

 


